
１．はじめに

１．１ 問題の所在

１９８０年代にピークを迎えた日米貿易摩擦の象徴の１つであったオレンジの輸

入自由化が政治決着してから１５年以上が経過した。オレンジ自由化をめぐって

は、自由貿易の推進、国内農業の保護、消費者の利益、など様々な立場から意

見が出され、自由化の是非や自由化後に予想される影響などが論じられた。で

は、１９９１年に実施されたオレンジ自由化は、結果としてわが国の柑橘類の生産・

流通・消費にどのような変化をもたらしたのだろうか。

この点については、わが国の柑橘農業やミカン果汁工場への影響に関しては

数多くの研究業績があり、筆者もその悪影響の大きさを既に明らかにしている１）。

しかしその一方で、自由化以後のオレンジの消費動向や輸入業者の営業活動を

中心とする流通構造の変化について分析した研究は極めて少なく、特に１９９０年
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代後半にこの傾向が強い２）。果たして、自由化を強く求めたアメリカは対日輸出

の増加によって利益を増やし、対日貿易収支バランスの改善に成功したのか。

また、わが国では、自由化を求める論拠の１つでもあった輸入割当業者の不当

とも指摘された利益率３）は、その後は理解が得られる程度にまで低下し、消費者

は低価格なオレンジを購入することができるようになったのだろうか。自由化

後１５年が経過した現在は、この点を検証するには妥当な時期であろう。また、

わが国農業の聖域とされてきたコメについてもWTOで市場開放・関税率引下げ

の議論が本格化してきた状況下で、先行事例としてオレンジの自由化の影響を

具体的に検証することは有意義であると考えられる。

そこで本稿では、自由化以後に生じた流通・消費構造の変化を、自由化以前

と直後になされた予想・展望の議論と絡めて分析する。そして、自由化がもた

らした変化を、意義・誤算、メリット・デメリットといった観点から明らかに

することにする。

１．２ 自由化をめぐる既存研究

柑橘類の自由化に関する研究はレモン・グレープフルーツに関するものをは

じめとして１９６０年代から数多くあるが、ここでは本稿の目的に即して、オレン

ジ自由化以後の流通・消費面の変化を展望した１９８０年代以降の研究に限定して

その内容を検討する。

まず、自由化以後のオレンジの輸入・消費動向を展望したものとしては、武

部・小田（１９８３）のように年間２０万 t以上の輸入を想定してわが国柑橘農業への

影響をシミュレーションしたものもあったが、自由化が政治決着した１９８８年以

降の研究ではその後の輸入拡大に懐疑的な論調が支配的となった。その理由と

しては、１９８０年代末はグレープフルーツを自由化した１９７０年代とは異なり、多種

多様な果実が大量に流通しており、かつ消費嗜好も高級化・簡便化しているこ

とや（遠藤，１９９１）、自由化直前の１９８９年・９０年には輸入割当を消化しきってお

らず、自由化後も需要を伸ばすような高品質なオレンジは供給されそうにない

ことが挙げられた（梶原，１９９１）。しかしその一方で、消費量が少ない地方都市
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では自由化後に伸びる可能性があることや、フレッシュジュースとしての消費

が伸びれば輸入が急増する可能性があることも指摘された（日本興業銀

行，１９８９）。また、輸入オレンジの質的な変化については、輸入量の季節枠が撤

廃されることから冬期により甘いネーブル種の輸入が増加することと、輸入先

産地は輸送期間・検疫制度・品質の面でアメリカ・カリフォルニア州に対抗し

得る産地はなく、大きな変化はみられそうにないことが予想された（日本興業

銀行，１９８９）。

次に、国内外の流通資本（輸出入業者・小売業者）の動きについては、自由

化以後を見据えて積極的な行動が起こりつつあることが指摘された。例えば、

アメリカ側の動きとしては、新鋭輸送船が投入されて輸送スピードと鮮度保持

能力の向上が図られ、コストダウンと競争力が強化されるのではないかという

予想や（多門院，１９８３）、有力な多国籍アグリビジネスが対日輸出を念頭に置い

た農園の買収を進めていることなどである（日本興業銀行，１９８９）。また、日本

の輸入業者も有力な輸入先であるアメリカ・カリフォルニア州のオレンジ農場

に関心を示し、日本から技術者を派遣して日本人好みの完熟品の輸入を試みた

り（天野ほか，１９９１）、高品質なオレンジ生産農家と契約する動きが出てくるの

ではないかという予想がなされた（日本興業銀行，１９８９）。さらに、大手スーパー

マーケットなどの量販店では、情報収集のために海外拠点を設ける動きが見ら

れたり（日本興業銀行，１９８９）、オレンジを目玉商品として集客を図ることが行

われつつあることが指摘された。

したがって、自由化前と直後の時期における研究成果からは、自由化以後は

オレンジ輸入は大きくは増加しないものの、国内外の流通業界では積極的な動

きが見られるであろうとの予測がなされていたことが確認できた。ではその後、

実際にはオレンジの流通・消費はどのように変化したのか。これを明らかにす

るために以下では、世界の柑橘生産の動向と日本の柑橘輸入の特徴、自由化前

の輸入実態と自由化後の流通業界の競争激化、自由化後の消費動向と将来展望、

について分析を行う。
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２．世界の柑橘生産と日本の地位

日本がオレンジ輸入量を急速に拡大しながら、後に自由化に至った過去３０年

余りの期間は世界の柑橘農業にとってどのような時期だったのだろうか。ここ

では、１９７０年代以降の世界の柑橘類の生産動向を品種別・生産国別に考察し、

日本の柑橘生産国としての地位と特徴について明らかにする。

図１は、世界の柑橘類の生産動向を品種別に示したものである。これによる

と、最大の生産量を占めるオレンジは１９９０年代末までほぼ一貫して増加してお

り、日本が自由化を実施した１９９１年前後の時期は特にその伸びが大きいことが

わかる。また、マンダリン類、レモン・ライムも増加基調にあり、マンダリン

類は１９８０年代半ばより、レモン・ライムは９０年代半ばより増加傾向を強めてい

る。しかし、日本で最も輸入量が多い柑橘類であるグレープフルーツは意外に

も１９８０年代以降はほとんど増加しておらず、世界的には停滞品種であるといえ

る。

では、これらの柑橘類は主にどの国で生産されているのだろうか。各品種の

生産量上位５ヶ国とそのシェアを示した表１によると、オレンジはブラジルと

図１ 世界の柑橘類の品種別生産量の推移
資料：FAOSTAT
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アメリカの２ヶ国でほぼ半分が占められており、他国を大きく引き離している。

近年はインド・中国も生産量を伸ばしているが、そのシェアは未だ１０％に満た

ず、近年のオレンジ生産量の著しい伸びはブラジル・アメリカの２ヶ国による

ところが大きいことがわかる。次に、マンダリン類は１９８０年には日本の生産量

が圧倒的に多く、スペイン・アメリカと続いていたが、その後は大きく順位が

変動している。すなわち、日本とアメリカが大きくシェアを下げる一方で中国

が大きく生産量を伸ばし、圧倒的な地位を築き上げていったのである。また、

レモン・ライムも１９８０年以降はアメリカ・イタリアの衰退とメキシコ・アルゼ

表１ 柑橘類の品種別生産量の上位５ヶ国とそのシェアの変化

順
位

オレンジ 順
位

マンダリン等

１９８０年 ％ １９９０年 ％ ２０００年 ％ １９８０年 ％ １９９０年 ％ ２０００年 ％

１
アメリカ

２７．９
ブラジル

３３．０
ブラジル

３２．４
１
日本

３９．８
日本

１９．３
中国

３２．５

２
ブラジル

２３．１
アメリカ

１３．２
アメリカ

１７．９
２
スペイン

１２．５
スペイン

１８．４
スペイン

１０．９

３
メキシコ

５．１
中国

９．５
メキシコ

５．８
３
アメリカ

１０．４
ブラジル

７．７
日本

６．９

４
スペイン

４．４
スペイン

４．９
インド

４．６
４
ブラジル

４．５
イラン

５．８
ブラジル

５．５

５
イタリア

４．０
メキシコ

４．２
中国

４．２
５
イタリア

４．２
韓国

５．８
イラン

４．１

順
位

レモン・ライム 順
位

グレープフルーツ等

１９８０年 ％ １９９０年 ％ ２０００年 ％ １９８０年 ％ １９９０年 ％ ２０００年 ％

１
アメリカ

１５．５
アメリカ

１０．１
メキシコ

１５．０
１
アメリカ

５９．４
アメリカ

４１．３
アメリカ

４６．０

２
イタリア

１５．３
メキシコ

９．８
インド

１２．７
２
イスラエル

１１．２
イスラエル

９．３
キューバ

７．６

３
インド

１０．０
イタリア

９．２
アルゼンチン

１０．８
３

アルゼンチン
３．６

キューバ
７．６

イスラエル
５．９

４
メキシコ

９．７
スペイン

９．０
イラン

９．３
４
中国

３．２
中国

６．１
南アフリカ

５．３

５
アルゼンチン

８．１
アルゼンチン

８．２
スペイン

８．３
５
メキシコ

２．７
タイ

５．９
中国

４．９

資料：FAO，“Production Year Book”
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ンチンの躍進というように大きく順位が変動している。一方、グレープフルー

ツについてはアメリカの圧倒的なシェアは現在でも続いている。しかし、ここ

でも１９９０年以降はイスラエルのシェア低下に対してキューバと南アフリカ共和

国（以下では南アフリカと略す）の伸びは目立っており、新興国の出現が認め

られる。

次に、主要な柑橘生産国の品種構成にはどのような特徴が見出せるのか。図

２によると、オレンジを基幹品種とした国が大半を占めていることがわかるが、

日本・中国のようにマンダリン類が過半を占めている国や、アルゼンチン、イ

ラン、インドのようにレモン・ライムが３分の１程度を占めている国もある。

また、アメリカと南アフリカはグレープフルーツも２０％近くを占めており、特

徴的な品種構成となっている。日本の場合も、伊予柑や八朔などの中晩柑類が

含まれる「その他の柑橘類」の比率が高く、世界的には稀な例であることがわ

かる。

したがって、過去３０年余りの世界の柑橘生産は総じて増加傾向にあり、特に

１９９０年代以降にその傾向が顕著であるといえる。そのような中で、日本の柑橘

図２ 主要な柑橘生産国における品種別生産量の特徴（２０００年）
資料：FAO，“Production Year Book”
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生産はマンダリン類に属するミカンの生産に特化した品種構成を変えることな

く現在に至っており、オレンジやグレープフルーツの生産は限定的にしか行わ

れてこなかった。このような柑橘生産構造が、古くから潜在的にオレンジやグ

レープフルーツの需要を形成し、世界的な生産増と輸出余力の拡大、わが国の

貿易黒字と円高という経済環境が整うなかで、輸入を促進させる要因となった

といえる。

３．オレンジ輸入自由化以後の日本の柑橘類の輸入動向

３．１ オレンジの輸入動向

図３は、１９８０年以降のオレンジの輸入量と価格の推移を示したものである。

これによると、オレンジは１９８０年代の輸入割当量の急速な拡大に歩調を合わせ

て順調に輸入量を伸ばし、自由化後も寒波の襲来でアメリカ・カリフォルニア

州が不作となった１９９１年を除くと、１９９４年まで増加し続けた。しかし、その後は

輸入相手国を多様化させながらほぼ一貫して輸入量は減少し、２００４年には自由

図３ オレンジの相手国別輸入量とCIF 価格の推移
資料：日本貿易月表
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化が政治決着した１９８８年よりも前の１９８５年の水準にまで落ち込んでいる。この間

に対日輸出を伸ばしたのは主にオーストラリア・南アフリカ・チリの南半球の

３ヶ国で、アメリカのシェアは１９９４年の９６％から２００４年には７６％にまで低下した。

また、価格も自由化後は大きく変化した。自由化前には kg当たり１５０円を下回

らなかった CIF価格（輸入港到着価格）は自由化後は大きく低下し続け、近年

は１００円前後で安定している。したがって、輸入額ベースでは自由化後の減少は

さらに著しく、２００４年の約１１０億円はピークであった１９９４年の５８％に過ぎない。

これは、自由化のはるか前の１９８０年の水準であり、アメリカのみの輸入額でみ

た場合は１９７０年代の水準にまで逆戻りしたことになる。

では、輸入時期は自由化後にどのように変化したのか。図４は、これを明ら

かにするために自由化前の１９８８年、輸入量がピークであった１９９４年、直近の２００４

年の３ヶ年について月別のオレンジ輸入量と CIF価格を示したものである。こ

れによると、１９８８年には４～８月に輸入が集中していることがわかる。これは、

オレンジがミカンなどのわが国の柑橘類と市場で競合することを時期的に避け

るために当時の輸入割当量の約６０％が４～９月に設定され、中でも６～８月に

季節枠として４０％近くが割当られていたためである。また、６月の輸入量が突

出しているのは、夏期に関税率が低下する最初の月であったことと（当時の関

税率は６～１１月が２０％、１２～５月が４０％）、７月の中元需要を控えていたことが

大きいと考えられる。一方、価格については夏季から秋季にかけて上昇し、特

に入荷量が少なくなる１１月にピークを迎える形となっており、全体としてバレ

ンシア種の出回る５月以降に高いといえる。次に、１９９４年の特徴をみると、輸

入量の増加を背景にほぼどの月も自由化前より増加しており、特に３～５月の

増加が著しい。６月にピークがくる点に変化はないものの、輸入割当の季節枠

の撤廃によって全体的には輸入時期が早期化していることがわかる。また、７

～１１月にオーストラリアや南アフリカといった南半球の国のオレンジが輸入さ

れ始めたのも変化の１つである。価格については、１１月にピークがくる基本的

な形に変化はないが、全体として季節差は小さくなっている。さらに、２００４年

になると輸入量が大きく減少するなかで大きな変化が現れている。それは、輸
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図４ オレンジの月別・相手国別輸入量とCIF 価格の変化
資料：日本貿易月表
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入量の月ごとの格差がより小さくなっていることとピークが４月になっている

こと、７～１１月にオーストラリア・南アフリカにチリが加わって南半球産のオ

レンジの輸入が急増し、アメリカ産をほとんど駆逐してしまったことである。

この時期のアメリカ産オレンジはバレンシア種であり、南半球産はネーブル種

であるから、オレンジ輸入の年平準化は年中ネーブルを購入する方向で進んだ

といえる。また、価格については１１月にピークがくる形に変化はないが、８・

９月に明らかな低価格が現れている。これは、この時期に低価格な南アフリカ

・チリ産のオレンジの入荷が大半を占めるからである。

以上のように、近年のアメリカ産のシェア低下は主に８～１１月のバレンシア

種が南半球産のネーブル種に取って代わられたことが要因であることが明らか

になったが、１９９０年代後半に南半球産の輸入が急速に増加したのはなぜだろう

か。これには、９０年代半ばから進められたオレンジ輸入に関する植物検疫基準

の改訂・緩和が大きく関わっている。表２は、柑橘類に関する輸入解禁とその

条件の改訂過程をまとめたものであが、これによると１９７０年代半ばまでに若干

の国のオレンジ・グレープフルーツが輸入解禁された後はほとんど進展してい

ないことがわかる。しかも、ミバエ駆除の徹底のために産地国内で低温処理（１℃

程度の状態を２週間程度）を行うことが条件となっていたため、ただでさえ遠

隔地で輸送日数のかかる南アフリカやスワジランド、オーストラリアなどでは、

収穫したオレンジが日本に到着するまでに１ヶ月以上を要した。当然、輸送中

の荷の痛みや品質の低下は大きく、商品としての歩留まりも低いものにならざ

るを得なかったのである。この点で、通常検査で輸入が認められ、かつ日本に

は２週間程度で到着するアメリカ・カリフォルニア州産の競争優位は歴然とし

ていたため、事実上日本への輸出は進まなかったのである。ところが、１９９０年

代に入ると柑橘生産国や（社）日本柑橘輸入協会の長年の働きかけが実り、９３

年のスペイン産レモンを皮切りに様々な国の柑橘類で低温処理を輸送中の船舶

（コンテナ）内で行うことが認められるようになった（表２）。これは、南半球

の国々にとっては日本への輸送日数の２週間短縮を意味していたことから、そ

の後の輸出増に拍車がかかったのである。南半球の国の中には、チリのように
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表２ 主要な柑橘類の輸入解禁・検疫制度緩和の経過
産地国での低温処理を条件にした輸入解禁 その後の輸入解禁条件の緩和

解禁年 産地国 品目 産地国 品目 緩和内容
１９６９年 台湾 ポンカン
１９７０年 南アフリカ オレンジ
１９７１年 南アフリカ グレープフルーツ，レモン
１９７２年 イスラエル オレンジ，グレープフルーツ
１９７３年 スワジランド オレンジ，グレープフルーツ
１９７５年 台湾 タンカン
１９８２年 オーストラリア オレンジ
１９８８年 スペイン レモン
１９９０年 イスラエル スウィーティー
１９９０年 アメリカ オレンジ，グレープフルーツ 低温処理期間の４日間短縮
１９９２年 オーストラリア レモン
１９９３年 スペイン レモン 航海中（コンテナ船内）での低温処理・可
１９９５年 南アフリカ，スワジランド オレンジ，レモン 航海中（本船内）での低温処理・可
１９９６年 チリ 柑橘類 チチュウカイミバエのフリーエリアの認定
１９９６年 スペイン オレンジ スペイン オレンジ 航海中（コンテナ船内）での低温処理・可
１９９７年 イスラエル オレンジ，グレープフルーツ，オロブロンコ，タンジェリン 航海中（本船内）での低温処理・可
１９９８年 イスラエル ポメロ イスラエル ポメロ 航海中（本船内）での低温処理・可
１９９９年 オーストラリア インペリアル，エレンデール，マーコット，ミネオラ

アメリカ オレンジ，グレープフルーツ，スウィーティー，ポメロ 検疫管理地域内のものに消毒義務の免除
南アフリカ，スワジランド グレープフルーツ 航海中（コンテナ船内）での低温処理・可
チリ 柑橘類 チチュウカイミバエの分布国から削除

台湾 ポメロ
２００１年 オーストラリア オレンジ，レモン，ミネオラ，各種マンダリン 航海中（コンテナ船内）での低温処理・可
２００３年 アルゼンチン オレンジ，グレープフルーツ，レモン アルゼンチン オレンジ，グレープフルーツ，レモン 航海中（コンテナ船内）での低温処理・可
２００４年 スペイン クレメンタイン スペイン クレメンタイン 航海中（コンテナ船内）での低温処理・可
注：アメリカ，韓国，ニュージーランドなどは、輸入禁止国リストに含まれておらず、通常検査で輸入できる。輸入解禁を申請中の主な国としては、オレ
ンジでエジプト・レバノン、レモンでイスラエル、ポンカンで中国、柑橘類でアルゼンチン・イタリア・南アフリカ・モロッコなどが挙げられる。

資料：（社）日本青果物輸入安全推進協会『輸入青果物統計資料』，（社）日本柑橘輸入協会資料
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チチュウカイミバエの分布国から削除されて低温処理が免除された例もあり、

輸送中の品質低下４）が軽減されるとしてわが国の流通業界では歓迎されている。

３．２ 他の柑橘類の輸入動向

では、オレンジ以外の柑橘類の輸入動向はどうなっているのか。まず、グレー

プフルーツについては図５に示したように１９８０年代に大きく増加し、９０年代以

降も相手国を多様化させながら安定した輸入量が保たれている。近年特にシェ

アを伸ばしているのは南アフリカで、２００４年には３４％に達しており、イスラエ

ルを抜きアメリカに次ぐ地位を確立している。南アフリカ産の主な輸入時期は

アメリカ産の端境期に当たる７～９月で５）、オレンジの場合と同様にグレープフ

ルーツ消費の年平準化が進む上で大きな役割を果たしている。一方、価格につ

いては輸入が増加した１９８０年代を通じて大きく低下し、９０年代後半からはオレ

ンジと同程度の１００円前後で安定している。

次に、レモン・ライムについては１９８０年代半ばをピークに大きく減少したが、

９０年代以降は安定していることがわかる（図６）。しかし、ここでも９０年代後半

図５ グレープフルーツの相手国別輸入量とCIF 価格の推移
資料：日本貿易月表
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以降は相手国が多様化しており、チリ・南アフリカなど南半球の国々の台頭が

著しい。両国を合わせたシェアは２７％にものぼり、かつては１００％近くを誇った

アメリカのシェアはここ１０年で大きく低下してしまった。チリ・南アフリカ産

レモンの主な輸入時期は７～９月で６）、やはりアメリカ産の端境期を埋める形と

なっている。南アフリカとチリ産のグレープフルーツやレモンの輸入に関する

検疫基準の緩和は１９９０年代後半に実施されており、いかに検疫緩和の恩恵が大

きかったかが窺える。一方、価格についてはオレンジ・グレープフルーツと異

なり、乱高下が続いている。しかし、近年は低価格な南半球産の輸入増もあり、

傾向的には kg当たり１５０円前後で安定しつつあるように見受けられる。

さらに、量的にはオレンジの１０分の１程度と少ないものの、オレンジ・グレー

プフルーツ・レモン・ライム以外の柑橘類（以下ではソフトシトラスと称す）

の輸入も検疫基準の緩和の流れに乗る形で急増している。表３はこれを品種別・

産地国別にやや細かく示したものだが、これによると１９９１年には台湾産のポン

カン、イスラエル産のポメロ、ニュージーランド産のタンジェロなど中玉・大

玉系の柑橘類を中心に輸入量は１０００tにも満たない状態だったのが、１９９７年には

図６ レモン・ライムの相手国別輸入量とCIF 価格の推移
資料：日本貿易月表
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ポンカンは停滞しているもののポメロ・タンジェロは激増し、新たにタンジェ

リン・マンダリン・クレメンタインなどミカンに似た小玉系の柑橘類の輸入が

増加したため、輸入量は４．２万 tへと飛躍的に増加している。２００４年には、ポメ

表３ 主なソフトシトラスの品種別・国別の輸入量の推移

１９９１年 １９９７年 ２００４年

品種 国・地域 量（t） 国・地域 量（t） 国・地域 量（t）

ポメロ イスラエル ２０２ イスラエル ３０７２７ イスラエル １２４６９

（スウィーティー） アメリカ（CA州） ８１ アメリカ（CA州） ２２６０ アメリカ（CA州） ７９６８

タンジェロ ニュージーランド １６３ アメリカ（CA州） ６３０９ アメリカ（CA州）１１６００

（ミネオラ） アメリカ（AZ州） １８ アメリカ（AZ州） ２１４ アメリカ（AZ州） １１５

ニュージーランド １２ アメリカ（FL州） ３０

オーストラリア ７５

ブラッドオレンジ アメリカ（CA州） １２２

カラカラ アメリカ（CA州） １７２

ポンカン 台湾 ３１２ 台湾 １８２ 台湾 ２１０

タンジェリン アメリカ（CA州） ９１ アメリカ（CA州） ３９４ アメリカ（FL州） １４

アメリカ（AZ州） １８

マンダリン ニュージーランド ５４２ ニュージーランド ２２５２

韓国 ２７０ アメリカ（CA州） ２７９

韓国 ２１５

クレメンタイン チリ １６９８ チリ １３９０

アメリカ（CA州） ２３６

マーコット オーストラリア １６６２

アメリカ（CA州） １７３

合計 ４ヶ国 ８７６６ヶ国 ４２６３３７ヶ国 ３９０５０

アメリカ（CA州）６６５６３ アメリカ（CA州）１４５２５１ アメリカ（CA州）８３４３８

オレンジ（参考） アメリカ（AZ州） ３７９５ アメリカ（AZ州） ５７７ アメリカ（AZ州） ５０６

アメリカ（FL州） ５２６９ アメリカ（FL州） ２９９ アメリカ（FL州） １６

アメリカ（CA州）５５６８９ アメリカ（CA州）３１７９３ アメリカ（CA州）１０６８０

グレープフルーツ（参考） アメリカ（AZ州） ７５８０ アメリカ（AZ州） ２６０４ アメリカ（AZ州） ０

アメリカ（FL州）１９４３８５ アメリカ（FL州）１８６７９６ アメリカ（FL州）１８４１５９
注：記載したのは１０t以上の輸入実績があった品種であり，合計にはその他の少量の品種の数値が含
まれている。CAはカリフォルニア，AZはアリゾナ，FLはフロリダの略である。

資料：（社）日本青果物輸入安全推進協会『輸入青果物統計資料』
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ロは減少したもののタンジェロ・マンダリンは順調に増加し、新たにオレンジ

の一種であるブラッドオレンジとカラカラ、ミカンに似たマーコットが加わっ

ている。もっとも、２００４年には全体の輸入量は３．９万 tへと若干減少しており、

ソフトシトラスの消費はひとまずピークを迎えたといえる。一方、輸入相手国

は１９９１年の４ヶ国から２００４年の７ヶ国へと増加しているが、輸入量の５０％以上は

アメリカ・カリフォルニア州のみで占められている。これは、カリフォルニア

州が主要な柑橘輸出国のなかで最も日本への距離が近く検疫基準も緩いこと、

ならびに輸出品種が比較的輸送性に富む大玉・中玉系の柑橘類に特化している

ことからきていると考えられる。

以上のように、オレンジが自由化された１９９１年以降は検疫基準の緩和もあっ

て柑橘類全体の輸入動向は大きく変化していることが明らかになった。これを

端的に述べると南半球産柑橘類の台頭によるアメリカ産柑橘類のシェア低下と

輸入時期の年平準化、ならびにソフトシトラスの輸入に見られるような品種の

多様化である。このような動きは単に消費嗜好が変化したからではなく、わが

国の輸入業者や小売業者などが景気低迷下で需要を喚起するために、珍しい品

種や産地国、通常とは異なる出回り期、より安い価格、トピック性などを求め

た結果でもあり、演出された消費の部分もあるだろう。また、全体的には輸入

量が安定している柑橘類のなかでオレンジのみが大きく減少していることも明

らかになったが、これは自由化品目ゆえの通常の動きなのだろうか。

この点を検討するために、図７で過去の主要な自由化品目と比較してみた。

比較の対象としたのは、バナナ（自由化は１９６３年）、レモン（同１９６４年）、グレー

プフルーツ（同１９７１年）、牛肉（同１９９１年）、オレンジ果汁（同１９９２年）で、図中

ではそれぞれの自由化元年を１００とした指数でその後の輸入の伸びを示している

が７）、やはりオレンジの輸入動向は特異であることがわかる。すなわち、オレン

ジ以外の品目は自由化後に激増した後も停滞こそあれ自由化前のレベルにまで

減少するといった傾向は全くみられない。一般に自由化年が早い品目ほど自由

化後の激増ぶりが目立つが、オレンジと同時期に自由化した牛肉・オレンジ果

汁も２倍近くにまで輸入量を伸ばしたところで安定しつつある。では、オレン
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ジと他の品目、特に同じ柑橘類のレモンやグレープフルーツとでは何が違うの

か。その１つは、自由化した当時の輸入柑橘が置かれていた状況の違いである。

図７によると、レモンやグレープフルーツが自由化された１９６０～７０年代初頭は、

輸入果実に占める柑橘類の比率は１０％程度で両品種は極めて珍しい商品として

消費者に迎えられたはずであるが、オレンジの自由化された１９９０年代には、そ

の比率は３０％程度にまで高まっていたのである。しかし、これだけがオレンジ

消費急減の要因とは思われない。次章以下では、この点も踏まえて自由化後の

オレンジ流通の変化について分析する。

４．自由化後のオレンジの輸入・流通構造の変化

４．１ 自由化前のオレンジの輸入構造

自由化前のオレンジの輸入は、日米政府間で決められた輸入割当制度に沿っ

て行われていた。表４がそれを示したものだが、その割当量は１９７０年代後半に

図７ 主要な自由化農産物の自由化以後の輸入量の伸び率と輸入果実に占める柑橘類の比率
注：輸入量の伸び率は、各農産物の自由化元年を１００とした指数で示しているが、当時の特殊事情から
グレープフルーツは自由化２年目を、オレンジは自由化前年を１００として示している。

資料：日本貿易月表
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急速に増加し、自由化前年の１９９０年には１９．２万 tにまで達していた。また、この

割当には前述したように季節ごとの配分も決められており、２重の意味での輸

入割当を守らせるために日本政府は、オレンジの輸入業務を行えるライセンス

を特定業者に付与して管理を行っていた。表５は、そのライセンスを有してい

たいわゆる割当業者とその割当量シェアを示したものだが、これによると１９７０

年代には約９０～１００の業者がライセンスを有していたが、その過半は上位１０社で

占められていた。最も多い藤井商事が１５％以上のシェアを占めている一方で、

大半の業者は１％にも満たないシェアしか有しておらず、極めて不平等な配分

表４ オレンジの輸入割当量の内訳と消化率の推移

輸 入 上 期 下 期 輸入割当 輸入割当

割当量 （４～９月） （１０～３月）輸入量 消化率 １％量の

（千 t） （季節枠） （千 t） （％） 利益（万円）

１９７２年
１９７３年
１９７４年
１９７５年
１９７６年
１９７７年
１９７８年
１９７９年
１９８０年
１９８１年
１９８２年
１９８３年
１９８４年
１９８５年
１９８６年
１９８７年
１９８８年
１９８９年
１９９０年

１６．９
２１．４
２２．４５
２２．９
２１．９
２４．９
５１．９
５１．９
７４．９
７９．４
８３．９
８８．９
１００．０
１１１．０
１２２．０
１３３．０
１５５．０
１７０．０
１９２．０

１２．５
１５．０
１６．０５
１６．５
１５．５
１５．５
３８．５
３８．５
５９．０
６３．５
６８．０
７３．０
７８．６
８４．１
８９．６
９５．１
９５．１
１０７．０
１１８．０

－
－
－
－
－
－
２２．５
２２．５
３５．０
３８．５
４２．０
４５．５
４８．３
５１．０
５３．７５
５６．５
５６．５
５６．５
５６．５

４．４
６．４
６．４
６．４
６．４
９．４
１３．４
１３．４
１５．９
１５．９
１５．９
１５．９
２１．４
２６．９
３２．４
３７．９
５９．９
６３．０
７４．０

１３．５
１６．４
２０．４
２２．１
２４．４
２２．５
５１．０
５４．１
７１．４
７５．５
８２．４
８９．２
８９．１
１１１．６
１１７．３
１２３．４
１１５．３
１２８．４
１４５．２

７９．９
７６．６
９０．９
９６．５
１１１．４
９０．４
９８．３
１０４．２
９５．３
９５．１
９８．２
１００．３
８９．１
１００．５
９６．１
９２．８
７４．４
７５．５
７５．６

１４９６
３０５４
３１７４
２８３５
２７３３
５５９２
６７６０
３７０７
１００８７
１０６３４
１９８４
７１８９
７２０
３２９７
７６０７
５５０８
６２７
１８２６
２４７８

注：季節枠とは６～８月の輸入枠である。
輸入割当１％当たりの利益は，卸売価格－（CIF価格－関税－諸経費）で kg当たりの
利益を算出し，それに各年度の輸入割当１％に当たる量を乗じて求めた。ちなみに，
卸売価格は東京都中央市場の平均価格を採用し，関税は各月の税率の平均値で，
輸入・陸揚げ時の諸経費は３０円／kgとした。

資料：（社）日本青果物輸入安全推進協会資料，日本貿易月表，青果物卸売市場調査報告
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であることがわかる。しかし、この配分は戦後の外貨不足の時代に困難を乗り

越えてオレンジの輸入業務を行ってきた各業者の実績を反映したものであり、

一定の合理性を持つものであった。例えば、藤井商事は１９５０年代前半にオレン

ジを輸入するためにリンゴやシイタケを輸出するというバーター貿易を行って

いたのである。

では、輸入割当を有した業者はどのような形でオレンジの輸入を行い、割当

量を守っていたのか。この点については定かなデータはないものの、実際に輸

入業務を行っていたのはライセンス所有業者の半数以下の４０社程度で、なかで

も主要な１７社に割当量を集約する形で進められていたといわれている。この理

由としては、１％にも満たない割当業者が個々バラバラに輸入を行うことは効

率的でないことや政府のチェックが煩雑になることが挙げられるが、それ以上

に当時わが国へのオレンジ輸出の約８０％８）のシェアを有していたサンキスト社の

意向が大きく働いていた。サンキスト社は自社のオレンジを有利に販売するた

めに１９８１年までは代理店制度をとり輸入窓口を１社に限定していたし、１９８５年以

降はレモンの販売実績に連動する形で取引業者を主要な１７社に絞っていたので

順
位

１９７２年 １９７８年

業者名 （％） 業者名 （％）

１ 藤井商事 １７．１３ 藤井商事 １５．１９

２ スマル貿易 ８．９５ スマル貿易 ８．００

３ 西本貿易 ７．４３ 西本貿易 ６．６６

４ 兼松江商 ５．３９ 兼松江商 ４．８７

５ 大果大阪 ３．９５ 大果大阪 ３．６１

６ 東京棉花 ２．４３ 日 宏 ３．０２

７ 日 宏 ２．２４ 東京棉花 ２．２６

８ 東 急 １．９３ 都貿易 ２．０８

９ 東京青果 １．９２ 東 急 １．８３

１０ 明治屋 １．８８ 東京青果 １．８２

他 約９０社 ４６．７５ 約８０社 ５０．６６

資料：草野（１９８４）

表５ 自由化以前の主要な輸入割当業者とその割当比率
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ある。つまり、輸入割当を代理店もしくは１７社に貸し借りする形で集約しなけ

れば、事実上オレンジの輸入はできなかったのである。そしてその上で、サン

キスト社は出荷シーズンに入ると週１便でオレンジ輸送専用船を仕立てて輸出

し、日本の業者にはサイズごとに価格を提示して商談を進めたのである。当時

は、商談に際して商品のブランド指定や価格交渉などのカウンターオファーは

基本的にできず、取引はもっぱらサンキスト社の意向に沿う形で進んだため、

輸入割当業者の中には不満もあったといわれている。しかし、輸入したオレン

ジは確実に高い利益を生み出したため、このようなサンキスト社と割当業者と

の取引関係は長年安定した形で継続していたのである。ところが、このような

両者の関係はアメリカのもう１つの柑橘大産地・フロリダ州の生産者・輸出業

者や日本の輸入割当を有しない業者にとっては逆に不利益であったため、日米

の様々な利害を巻き込む形でオレンジ自由化問題として政治問題化していった

のである９）。

では、自由化前はオレンジの輸入割当を有していることがどの程度の利益を

約束していたのであろうか。表４には、輸入割当の１％を有することで平均的

に得られる利益を推計して示しているが、これによると、１９７０年代以降は年に

よる差はあるものの、５０００万円前後の利益は約束されていたことがわかり、８０

年代初頭には１億円を超えている。割当量首位の業者は１５％以上を有していた

わけであるから、いかにオレンジが儲かる商材であったかがわかる。しかし、

輸入割当量は常に消化されていたわけではなく、利益率が低かった１９８４年・１９８８

～９０年には需給バランスを考慮してか、その消化率はかなり低い。特に自由化

を直前に控えた１９８８～９０年の３ヶ年の消化率は７０％台であることから、自由化が

政治決着した１９８８年にはすでに需給的には自由化状態にあり、オレンジの利権

商材としての時代は終焉していたといえるだろう。しかし、いずれにしても自

由化前は輸入割当を１％有することで少なくとも１０００万円程度の利益は約束さ

れていたことは事実であり、割当業者も赤字リスクを冒してまで割当量の限度

まで買い付けに走るという行動には出ていなかったことには、留意しておく必

要がある。
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４．２ 自由化後のオレンジ流通構造の変化

４．２．１ 流通資本の海外進出

自由化後に最も積極的にオレンジ生産国に直接的な関与を行ったのは大手スー

パーなどの量販店であった。直接消費者と対峙する量販店にとっては、オレン

ジが販売計画に沿って入荷され順調に販売できるのなら、輸入業者を介さずに

購入する方がより高品質なものを提供でき、かつコストダウンになると思われ

たのである。そこで、量販店はカリフォルニア州のオレンジ生産地を自社の現

地法人などを通じて視察し、立地条件に優れ高品質なオレンジを生産できそう

な企業の農場と年間購入契約を結び、直輸入を始めた１０）。しかし、１９９０年代後半

以降オレンジの消費が鈍ってくる中で売れ残りが生じたことや、天候等にも左

右されて収穫された果実が必ずしも質的に高いものばかりではないこと、為替

リスクが存在すること、などから次第に契約栽培からは撤退していった。そし

て、専用船による輸送でロスの少ないサンキスト社との提携に切り替えたり、

輸入業者の手持ちの商品の中からブランド指定の上でオーダーを出し、適宜量

販店の配送センターへ直送させる方法をとるケースが大半を占めるようになっ

た。

一方、輸入業者の中にはカリフォルニア州に農場を購入して直接経営に参加

した事例があったともいわれているが、自由化後の動きは総じて小さいものだっ

た。すなわち、産地の視察・調査を通じて新規の取引相手の開拓は行ったもの

の、その後は信頼関係の下で適宜電話にて商談を行うという比較的手軽な輸入

業務に終始しているのである。

したがって、オレンジの場合は自由化後も直接投資という形では産地国への

進出がほとんど進まなかったといえる１１）。これは、オレンジが自由化後に急速に

消費減と価格下落を経験したために、需要を先取りする形での売買契約はかえっ

てコスト高になり、赤字を生み出しかねないことが認識されるようになった結

果である。
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４．２．２ 新規業者の参入による競争激化と流通マージンの低下

自由化によって数多くの新規業者がオレンジ輸入業務に参入した結果、オレ

ンジの流通構造や輸入業界はどのように変化したのだろうか。不当とも指摘さ

れた輸入割当業者の流通マージンと高い小売価格は是正されたのだろうか。図

８は、この点について１９８０年以降の推移を大雑把に示したものだが、これによ

ると小売価格は１９８０年代初頭の kg当たり７００円台から９３年には４００円程度へと大

きく低下し、輸入業者のマージンも２００円台から６０円台へと大きく低下している

ことがわかる。しかし、小売業者のマージンは輸入業者のマージンほどには低

下していない。これは、卸売価格ほどには小売価格が下落していないからで、

特に２０００年以降に両者のマージン差は拡大している。したがって、自由化後は

図８ オレンジの卸売・小売価格と流通マージンの変化
注：輸入業者のマージンは CIF価格－卸売価格で、小売業のマージンは
小売価格－卸売価格で算出した。

資料：日本貿易月表，青果物卸売市場調査報告，小売物価統計調査年報
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相対的に小売業者の方がマージンの確保には成功しているといえ、輸入業者の

方は自由化後の激しい競争が長期にわたって継続していることが窺える。

では、このような自由化後の競争の激化の中で、オレンジ輸入業界はどのよ

うに再編されたのだろうか。図９は、自由化の以前と以後の主要なオレンジ輸

入業者とそのシェアを示したものである。これによると、自由化前に多くの輸

入割当を有していた業者は、サンキスト社の代理店でもあった西本貿易（現 IPM

西本）を除いて、自由化後は上位から姿を消していることがわかる。また、オ

レンジの輸入に携わった取引業者数も約９０社から約３０社へと大きく減少し、上

位５社の占める比率も３０％台後半から７０％台前半へと高まるなど、淘汰と集約

化が著しく進んだといえよう。

では、このような業界の再編は、生き残った輸入業者にとって市場のコント

ロールと価格の安定、利潤の確保に結びついたのだろうか。図１０は、この点に

ついて検証するためにオレンジ輸入業者の自由化後の獲得マージンの推移を年

別・月別に、より詳細に推計したものである。これによると、自由化後十数年

図９ オレンジ輸入の自由化以前と以後における主要な輸入業者とそのシェアの変化
注：１９７８年は当時の輸入割当比率で、２００３年は業界でのヒアリングにより推計。
資料：草野（１９８４），筆者のヒアリング
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の低マージンの状態は、年単位でみるとカリフォルニア州を襲った寒波のため

に入荷量が大きく落ち込んだ１９９９年を除けば、いっこうに改善されていないこ

とがわかる。また、月単位でみた場合、輸入した商品の代金に関税と輸入・陸

揚時の諸経費を加えた金額が卸売価格を上回るという「売買逆ザヤ」が生じた

月が頻繁に現れていることがわかる。売買逆ザヤ月は既に自由化前の１９８８年よ

り発生しているが、その頻度は輸入量がピークとなった１９９４年以降に増加して

いる。その後、関税率が引下げられた９０年代末１２）には若干減少している。しかし、

２００１年以降には再び頻繁に現れるようになり、２００３年には遂に年平均でも売買逆

ザヤを記録するに至った。これは、単純に解釈するとオレンジは買い付けない

方が会社として利益が出るということを意味しており、過当競争体質が定着し

た非常識な業界と揶揄される実態が浮き彫りになっている。

また、売買逆ザヤ月の発生のパターンとしては、１０月・１１月に多いことがわ

図１０ オレンジのKg当たりの輸入業者のマージンの変化と売買逆ザヤ月の発生頻度の推移
注：図中の網掛け部分が売買逆ザヤによる欠損が発生した月である。
資料：（社）日本青果物輸入安全推進協会『輸入青果物統計資料』
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かる。この時期の市場環境の特徴としては、１年で最もオレンジの入荷量が少

なく CIF価格が高くなりがちであること、質的にカリフォルニア産より劣る南

半球産のオレンジが大半を占めること、わが国のミカンと市場で競合し卸売価

格が低くなりがちであることなどが挙げられ、これらが売買逆ザヤが発生しや

すいことに関係していると考えられる。この他にも、近年は５月に売買逆ザヤ

が頻繁に発生し、６月には過去一度も発生していないといった特徴も見出せる

が、５月はオレンジの品種がネーブルからバレンシアに切り替わる時期であり、

６月は関税率が半分に低下する時期であることが関係していると考えられる。

したがって、輸入業者にとっては CIF価格が高い時やバレンシア種もしくは南

半球産のネーブル種を買い付ける際にはより慎重にならねばならないといえる

だろう。

このようにみていくと、オレンジは１９８８年には実質的な自由化状態にあった

といえ、その後の１９９４年までの輸入増加は、新規参入業者を巻き込んだ過当競

争の産物であったといえるだろう。しかし、このような過当競争はオレンジの

みの現象ではなく、実はグレープフルーツの方が売買逆ザヤが頻繁に発生して

いることが窺える（図１０）。輸入量が安定しているかにみえるグレープフルーツ

でさえこのような状態にあることは、過当競争体質が柑橘類輸入全体に蔓延し

ていることを示唆している。このような激しい競争状態が解消されにくい要因

の１つとして、柑橘類には他の主要な輸入果実と比べて競争的な取引環境が維

持されていることが挙げられる。例えば、わが国最大の輸入果実であるバナナ

の場合、取扱量上位５社で９０％近くが占められているが（『輸入青果物統計資料』

より）、その要因としてバナナは柑橘類と異なり輸入後に施設内でエチレンを与

えて追熟させる必要があり、一定程度の資本力やノウハウが必要であることと、

バナナ生産は多国籍企業によるプランテーションから発達したものが多く、輸

出国側との間で独占的な売買契約が結ばれやすいことが挙げられる。つまり、

柑橘類は比較的どの業者でも手軽に扱える上に、利益率は低くても輸入果実の

約３０％を占めるという量的な存在感から、容易に取引から撤退できない商品な

のである。

川久保 篤 志１６６



４．２．３ オレンジの輸送・販売ルートの変化

自由化後に輸入が増加するなかで、オレンジの輸送・販売ルートはどのよう

に変化したのだろうか。表６は、オレンジの輸入に使用した船舶のうち専用船

が占める比率と、荷揚げを行った輸入港の場所を示したものである。これによ

ると、より低コストでオレンジの鮮度の維持にも優れている専用船の利用率は、

自由化後は輸入が増加傾向にあった１９９５年までは上昇して７０％近くにまで達し

ているが、その後は大きく低下し３０％台にまで落ち込んでいる。これは、輸入

量の減少の結果、産地国の輸出業者が専用船をチャーターできるだけの量を集

められなくなったことを示しており、現在では最大の輸出量をもつサンキスト

社以外はほぼすべてコンテナ船による輸送に切り替えているといわれている。

したがって、現在は以前より輸送コストがかさむだけでなく、輸送中の腐敗率

も高まっていることが予想され、輸出入業者のマージンの圧迫につながってい

ると考えられる。

一方、輸入港については１９９５年以降は若干地方港の利用率が上昇し、より最

専用船の
利用率（％）

輸入港の内訳（％）

関東 関西 その他

１９９０年
１９９１年
１９９２年
１９９３年
１９９４年

５０．６
４７．４
６０．６
６８．４
６８．９

５４．０
５５．６
５３．８
５１．４
５０．３

４１．６
４１．６
４２．６
４４．５
４６．６

４．４
２．８
３．６
４．１
３．１

１９９５年
１９９６年
１９９７年
１９９８年
１９９９年
２０００年
２００１年
２００２年
２００３年
２００４年

６８．９
５８．２
５９．１
３９．４
３６．７
３５．２
３０．９
３６．５
４７．０
３８．３

４９．３
５０．６
４７．７
４８．２
５２．４
４９．７
４８．９
５１．８
５０．７
４９．５

４６．２
４３．３
４５．５
４５．５
４３．３
４３．７
４３．７
４２．８
４４．０
４４．８

４．５
６．１
６．８
６．３
４．３
６．６
７．４
５．４
５．３
５．７

表６ オレンジの輸送船・輸入港の変化

資料：（社）日本青果物輸入安全推進協会『輸入青果物統計資料』
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終消費地の近くで荷揚げする傾向が見られはじめたが、依然として京浜・阪神

地域の主要港の利用が圧倒的である。これは、大半の輸入業者が東京や京阪神

に本社を構えていることや、後背地の市場規模が小さい地方港で荷揚げしても、

輸入検査や商品の保管・配送の面であまりメリットが見出せないからである。

次に、輸入後のオレンジの販売ルートはどう変化したのか。図１１によると、

１９８０年代後半に卸売市場経由率が上昇し、９０年代後半からは再び低下している

ことがわかる。これは、１９８０年代の輸入割当量の増加とその後の自由化による

輸入増の部分が、輸入後の販売先を確保した上で買い付けられたものではなく、

いわば「まずは輸入ありき」の発想で買い付けられたものであったことを裏付

けている。また、近年の市場経由率の低下は量販店への直売を増やしつつある

大手輸入業者の意向１３）と合致するが、２００２～０３年の急激な低下は売買逆ザヤの実

態を勘案すると（図１０）、港湾倉庫での腐敗量の増加が反映されたものとも解釈

できる。また、卸売市場全体に占める大都市市場、特に東京・大阪市場の取扱

図１１ 輸入オレンジの卸売市場経由率とその中で東京市場・大阪市場が取扱ったシェアの推移
注：東京市場とは東京都中央卸売市場、大阪市場とは大阪府中央卸売市場を指す。
資料：日本貿易月表，青果物卸売市場調査報告
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比率は低下傾向にあることから、近年は２大輸入港に荷揚げされた後はスムー

ズに地方市場に配送・消費されるようになったことが読み取れる。さらに、輸

入港の比率は京浜の方が高い状態が継続しているにも関わらず、卸売市場の取

扱量は大阪市場の方にシフトしていることからは、京浜地方の方が直販の比率

が高まってきていることが窺える。

では、このような地方へのオレンジ流通の浸透によって卸売価格の地域格差

は縮まってきたのだろうか。図１２はこれを示したものだが、自由化直後の時期

に顕著に現れていた２大輸入港とその周辺のみが全国平均より卸売価格が安い

という地域差の形は、現在でも基本的に継続していることがわかる。これは、

荷揚げ後の地方への輸送費が価格に転嫁された結果であると解釈できるが、地

方の消費者はより鮮度の落ちた商品をより高価格で買わされていることになる。

輸入業者は、鮮度の向上と価格低下による消費の拡大をめざして地方港への荷

揚げを積極的に検討すべきであるし、地方の量販店や卸売市場は共同で注文を

図１２ オレンジの卸売価格の地域差とその変化
注：図中の網掛け部分は卸売価格が全国平均を上回っている県である。
資料：（社）日本青果物輸入安全推進協会『輸入青果物統計資料』
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行ってロットを大きくすることでこれを促進すべきであろう。

以上のように、自由化後は輸入量の減少によって輸送・販売環境は悪化して

おり、それが消費の拡大に向けての足枷になるという、いわば負のスパイラル

の状態にあると考えられる。では、このような中でオレンジ消費の将来はどう

なっていくのであろうか。次章では、自由化後のオレンジ消費の変化について

分析する。

５．自由化後のオレンジ消費の変化と将来展望

５．１ オレンジ消費の変化

自由化後のオレンジ消費の減少にはどのような特徴があるのだろうか。図１３

によると、１人当たりのオレンジ消費量は１９９０年代前半までは大きく増加し、

いち早く自由化していたグレープフルーツに迫る勢いであったことがわかる。

しかし、１９９０年代後半からは急速に減少し、２０００年以降はグレープフルーツとの

差は拡大する一方にある。しかし、３章で述べたようにオレンジの消費パター

図１３ オレンジ・グレープフルーツの１人当たり消費量とアメリカ産オレンジの品種別輸入量の推移
注：オレンジの品種は１１～４月の輸入をネーブル、５月～１０月の輸入をバレンシアとして推計した。
資料：家計調査年報，日本貿易月表
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ンは変化しているのであり、すべての品種で消費減が生じているわけではない。

オレンジの品種は大きくバレンシアとネーブルに分けられるが、冬が熟期で、

より甘いネーブル種の消費は自由化前を上回ったまま推移しているのである（図

１３）。図中のデータはアメリカ産のみをカウントしたものであるから、ネーブル

種の輸入が大半を占める南半球産を加えると、ネーブル種の消費は拡大してい

るとみなすことができ、その意味では自由化後のオレンジ消費の減少は、もっ

ぱらカリフォルニア産のバレンシア種の消費減にあるといえよう。また、自由

化前には売れ筋のサイズは１カートン７２個もしくは８８個入りの中・小玉であっ

たが（日本興行銀行，１９８９）、現在は業務用では８８個入りの小玉が、量販店では

７２個入りの中玉が、デパートや果実専門店では５６個入りの大玉が好まれている

という（聞き取り調査より）。１人当たりのオレンジ消費量が減少していくなか

で、より甘くより大きい果実へと嗜好が変化してきているといえよう。

次に、自由化による輸入量の増加と地方への浸透は、消費量の地域差に変化

をもたらしたのだろうか。図１４は、１人当たりオレンジ消費量が全国平均より

多い地域の分布を、自由化前の１９８７～８９年平均、輸入最盛期の１９９４～９６年平均、

図１４ オレンジ消費量の地域差とその変化
注：各県の消費量は各県庁所在地のデータで代表させてある。

図中の網掛け部分は１人当たり消費量が全国平均を上回っている県である。
資料：家計調査年報
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直近の２００２～０４年平均、について示したものである。これによると、消費量の

地域差は固定的なものではないことがわかる。すなわち、消費量が多い地域は

自由化前には太平洋ベルト地帯に多かったのが、最盛期には北陸・東北地方に

も広がり、現在は分散的な分布となっているのである。因果関係はともかくと

して、この１０数年間、一貫して消費量が多い県は埼玉・神奈川・愛知・和歌山・

島根・岡山・山口の７県しかないという事実から読み取れることがあるとすれ

ば、それはオレンジの消費は長続きしないということであり、オレンジの消費

減は輸入オレンジに飽きた地域の増加と解釈できる。このように考えると、今

後の消費増のカギを握るのは、これまで一貫して消費量が少なかった北海道・

南東北・九州などの国土の周辺地域ということになるが、図１２に示したように

これらの地域は相対的に最も高値のオレンジを購入せざるを得ない地域なので

ある。したがって、これらの地域は今後もオレンジ消費量の上位地域になるこ

となく、わが国全体では消費量は回復することなく推移していく可能性もある。

５．２ オレンジ消費の減少要因

以上のようなバレンシア種を中心としたオレンジの消費減の要因は何なのだ

ろうか。青果物業界では主に次の４点が問題視されている。１つめは、オレン

ジの商品特性に関するものである。オレンジは、皮がむきにくく食べやすい果

実とはいえず、現在の消費嗜好に合っているとはいえない。また、輸入相手国

の多様化で品質の低下とバラつきが大きくなっていることや、業務用需要が少

ないということも逆風になっている１４）。

２つめは、自由化後の大量流通と目玉商品としての販売によって高級品とし

てのイメージを喪失したことである。大衆品と化したオレンジはギフト用とし

ての地位を失い、グレープフルーツのような健康食品としてのイメージも持て

ず、レモンのように食生活と結びついた需要も確立されていないことから、高

値でも購入に値する必需品とはみなされなくなったのである。自由化前は多分

にオレンジは「サンキスト」というブランドと一体化していたように思われる。

近年の多種多様な果実とブランドが乱立する食品業界のなかで、オレンジが有
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していた洗練されたイメージが埋もれてしまったことも大きいだろう１５）。

３つめは、量販店の販売戦略の変化である。近年、量販店は果実販売におい

て、豊作・不作による相場の変動があっても基本的に価格は変えず、毎年同じ

価格で販売するようになったといわれている。確かに、この点については図８

からも読み取れるが、この販売戦略が意味するところは、相場が高い時期・年

にはあまり入荷せずに損失を抑え、相場が安い時期・年にも安く売らないこと

で利益率を高めるということである。必需品でなくなったオレンジの販売方針

としては理にかなったものであるといえるが、消費者にとっては不作年には商

品が店頭から必要以上に姿を消し、豊作年には安さの恩恵を受けられないとい

うことになる。これでは消費の拡大には決してつながらない１６）。

４つめは、オレンジの大衆品化を過度に推し進める要因となった青果物輸入

業界の過当競争体質である。表４に示したように、自由化前の１９８８～９０年には

輸入割当量を未消化にしてでも利益率は高く保つという、いわば割当業者間で

の協調・調整機能が働いていた。しかし、自由化後には１９９４年まで輸入量は急

増し、単価も４０％程度下落してしまった。いわば、１９９４年の輸入量（約１９．０万

t）と１９９０年の輸入量（約１４．５万 t）との差が、オレンジで一山当てようと考えた

新規参入業者が加わることによる過当競争部分であるといえる。図１０に示した

ように、低マージンの状態は現在でも続いており、未だに業界全体としては適

正輸入量を見出せていないといえる。

しかし、筆者はオレンジの消費減の根本的な要因は、オレンジは古くから日

本でも流通している品種である、という点にあると考えている。バナナ・レモ

ン・グレープフルーツは基本的に日本では生産されておらず、輸入品＝珍品で

あったのに対し、オレンジ、特にネーブル種はそうではないのである。近年、

ネーブル種の輸入のピークが４月に来るようになったが（図４）、この時期は日

本産ネーブルを含む国産柑橘類が店頭から姿を消す時期である。オレンジ輸入

の４月ピークは、日本の柑橘類との競争に敗れた結果、もしくは棲み分けられ

た結果であると解釈できる。
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５．３ オレンジ消費の将来

では、オレンジ消費の将来はどうなるのだろうか。近年の消費減のなかで、

輸入業者は海外の産地に対して、日本で消費量の多い３月下旬～５月に絞った

大玉果実の生産や糖度センサーの導入による品質の高位安定、ならびに産地イ

メージを強調したブランドの確立などを提案している。また、国内的にはグレー

プフルーツで成功したようなマスメディアの活用によるイメージアップや搾汁

機とセット販売することでフレッシュジュースの需要が伸びないものかと思案

されている。しかし、概ね消費の拡大には悲観的で、むしろ現在の関心は輸入

時期と輸入相手国をいかに選別して利益に結びつけるかに向けられている。表

７は、大手輸入業者５社が、世界のオレンジ生産国を日本への輸入の観点から

現在どのように評価しているかをまとめたものである。

これによると、オレンジは品質的にも量的にもアメリカ・カリフォルニア州

が最高であり、メキシコやスペイン産はカリフォルニア産の不作時に代替的に

輸入される産地としての位置付けにあることがわかる。しかし、カリフォルニ

ア州の夏期のバレンシア種は南半球産のネーブル種に取って代わられることは

今後も想定されており、中でもオーストラリア産の品質の高さが評価されてい

る。一方、南アフリカ産とチリ産は低価格が魅力であるが、いずれも日本から

極めて遠く、技術的な進歩による品質の向上も必要とされている。しかし、フ

リーフライ地域の認定を受けているチリ産に対する評価・期待は大きく、全体

的に検疫上の低温処理の問題が果実の品質に影響することがオレンジ輸入にお

けるネックとして捉えられていることがわかる。一方、オレンジ以外の柑橘類

については、チリ産のレモンとアメリカ・フロリダ州産のグレープフルーツが

カリフォルニア州産より高く評価されていることが注目に値するし、ソフトシ

トラスに対しても消費の定着に向けて少なからず期待していることが窺える。

このようにみていくと、今後もカリフォルニア州産の日本市場における優位

はゆるがず、そのシェアも大きくは変わらないかもしれない。しかし、カリフォ

ルニア州のグレープフルーツが、外観では優れているにも関わらずフロリダ州

産に敗退してしまったことと（表３）、７～９月の貯蔵したレモンがチリ産に取っ
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長所 短所 改善点 将来性

アメリカ
（CA州）

品質・供給量とも世界一。
サンキストの専用船輸送は
歓迎。

７月以降のバレンシアは品質が低下。
地価・労賃の高騰で競争力の低下が懸念。

バレンシア種はシェアを
下げる。

オーストラ
リア

アメリカに次いで高品質。
食味・外観ともよい。

検疫制度上，低温処理が必要で品質が低下。
産地国内で低温処理すると入港まで５週間もかかる。

低温処理が免除されるような産
地作り。

今後も安定的に伸びる。

南アフリカ 低価格である。
外観がよい。

検疫制度上，低温処理が必要で品質が低下。
遠距離で輸送日数がかかりすぎ、荷痛みが大きい。
甘さ不足，着色が悪い，皮が厚い。

低温処理が免除されるような産
地作り。
栽培技術の向上による品質アップ。
政治的な安定も必要。

今後も輸出を定着させる
には一層の努力が必要。

チリ 低価格である。
CA州産の端境期に入荷できる。
低温処理が不要で荷痛みが
少ない。

甘さが不足。
柑橘類の生産にはやや気温が低い地域が
多い。

栽培技術の向上による品質アップ。
新興産地なので今後に期待がで
きる。

今後も伸びてゆく可能性
がある。

スペイン 輸出前（樹上）での品質は
高い。

検疫制度上，低温処理が必要で品質が低下。
遠距離で輸送日数がかかりすぎ、，荷痛みが大きい。
コスト高で出荷期が重なるCA州の２倍の価格になる。

アメリカの不作年のみの
代替産地にとどまるので
はないか。

その他の国 メキシコ：園地管理がよく，CA州次第では成長する。
キューバ：ミバエのフリーエリアなので技術力が上がれば成長する可能性がある。

オレンジ
以外の品種

＜レモン＞
チリ：７～９月のものは CA州の貯蔵したものより品質がよい。
アルゼンチン：近年輸入が増加しているが，輸送日数と低温処理の関係で品質が低下している。
＜グレープフルーツ＞
アメリカ：FL州産は CA州産より外観は悪いが皮は薄く果汁が多いので市場に浸透してきた。
＜ソフトシトラス＞
アメリカ：ミネオラは味が濃く２～４月に定着してきたが，ブラッドオレンジは伸び悩んでいる。
チリ：クレメンタインは５月に日本の露地ミカンとハウスミカンの隙間を埋める品種としてよいのではないか。
オーストラリア：マーコットは皮を剥きやすい品種として日本の消費者にも受け入れられるのではないか。

表７ わが国の流通業界（卸売・小売業者）による世界のオレンジ生産国の評価と将来性（２００３年）

資料：筆者のヒアリング調査
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て代わられつつある事実は、柑橘類をセットで販売することでオレンジの販売

も有利に進めようとするサンキスト社にとっては大きな痛手であろう。また、

カリフォルニア州の農地は都市化の影響で高騰しているし、季節労働力を含む

労賃も上昇しているといわれている。その意味では、長期的には先進国アメリ

カの農業、なかでも労働集約的な柑橘農業は、国際競争力を失っていく可能性

もある。したがって、今後のオレンジ消費の変化は量の増減ではなく、産地銘

柄や品種などの質的な面での変化に中心が移っていくと思われる。

６．むすび

日米貿易摩擦の象徴の１つであったオレンジの輸入自由化が政治決着してか

ら１５年以上が経過した。自由化によってアメリカは対日輸出の増加に成功し、

対日貿易収支バランスの改善にも成功したのだろうか。また、わが国の輸入割

当業者の不当とも指摘された利益率はその後は低下し、消費者は低価格なオレ

ンジの購入が可能になったのだろうか。本稿では、自由化以後に生じた流通・

消費構造の変化を、自由化以前になされた予想の議論と絡めて分析を行った。

その結果、以下のことが明らかになった。

まず、自由化後のオレンジの輸入量については、１９９１年の自由化の後も３年

間は大方の予想に反して増加したが、その後は自由化前のレベルにまで急激に

減少してしまった。また、自由化後は販売単価も大きく下落したために輸入額

ベースでは１９８０年の水準にまで落ち込んでしまった。さらに、輸入相手国も予

想に反して秋期を中心に多様化し、南半球産のオレンジがアメリカ産のシェア

を奪う形で増加してきた。その結果、自由化後のアメリカ産オレンジは、ほと

んど輸出を伸ばすことなく現在に至っており、その対日輸出額は１９７０年代のレ

ベルにまで逆戻りしてしまった。

次に、自由化後の国内流通業界の変化としては、オレンジが自由化後しばら

くして消費減に転じたこともあり、海外産地に直接関与するといった動きはあ

まりみられなかった。しかし、輸入業務への新規参入業者の出現で競争は激化
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したため、１００社近くもあったオレンジ取引業者は次第に淘汰され、取扱量の上

位業者の顔ぶれも大きく変化しながら寡占化の方向で再編が進んだ。この再編

過程は過当競争とみなすことができるほどの激しさであったため利益率は大き

く低下し、自由化前に不当ともいわれた輸入業者のハイマージンは姿を消して

しまった。

以上のように、自由化後のオレンジ輸入とその流通構造は大変動を遂げたが、

自由化は一体何をもたらしたのだろうか。その意義は何だったのだろうか。自

由化前の目論見であったアメリカ産オレンジの輸出増と貿易収支の改善、フロ

リダ産の参入、これらはすべて失敗に終わった。日本の輸入業者にとっても、

輸入割当を有していなかった業者にとってはビジネスチャンスになったが、過

当競争が克服できていない現状ではどの業者もメリットを見出せていないとい

える。消費者にとっては安いオレンジの購入はある程度達成されたものの、夏

期の高級品・バレンシアオレンジという１つのアイテムは失うことになったと

いえよう。もちろん、日本の柑橘生産者にとってもマイナスであった。実質的

には１９８８年には自由化状態であったことを考えると、自由化は本当に必要だっ

たのか疑問が残る。

自由化後のアメリカの最大の誤算は、南半球産柑橘類の検疫緩和による対日

輸出増であろう。また、自由化後の日本市場のオレンジ嗜好がネーブル種にシ

フトしたことも、南半球産にシェアを奪われた要因の１つとして誤算であった

かもしれない。結果として、アメリカの国益という観点からは、フロリダ産地

に恩恵を与える果汁の自由化と、バレンシア種の販路を約束する生果の季節自

由化が、日米貿易摩擦としてのオレンジ交渉を総括する落としどころであった

と思われる。この点は、今後のコメの市場開放をめぐる議論でも活かされるべ

きであろう。

もっとも、自由化によって明らかに恩恵を受けた立場もある。それは、南半

球の柑橘生産国である。表８に示したように、南アフリカのオレンジとグレー

プフルーツ、チリのオレンジとレモン、メキシコのライムなどの近年の増産は、

日本への輸出増に負うところが大きい。対日輸出増の直接の契機は（社）日本
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柑橘輸入協会を組織するわが国の輸入業者と生産国との努力による１９９０年代半

ば以降の検疫基準の緩和であるが、自由化によって輸入業者の目が広く海外に

向けられるようになったのは事実であるし、輸出国側も真剣に対日輸出を考え

るようになったことには疑問の余地がないだろう。

では、結果として自由化後に輸出量・輸出額とも大きく減らしてしまったア

メリカ・カリフォルニア州のオレンジ産地には、現在どのような影響が出てい

るのだろうか。この検証については次稿に委ねたい。

付記：本稿を作成するにあたっては、（社）日本青果物輸入安全推進協会、（社）

日本柑橘輸入協会、サンキストパシフィック社、大手青果物輸入業者、

量販店、卸売業者、仲卸業者の皆様方に多大なご支援とご協力をいただ

きました。末筆ながら、ここに記して厚くお礼申し上げます。なお、本

研究の調査に際しては、平成１５年度・１６年度科学研究費補助金（若手研

究 B 課題番号：１５７００５４５「日本・米国双方からみた農産物市場開放の産

オレンジ レモン・ライム グレープフルーツ

南アフリカ チリ オーストラリア 南アフリカ メキシコ アルゼンチン チリ 南アフリカ スワジランド

１９９０年
１９９１年
１９９２年
１９９３年
１９９４年
１９９５年

７１２
６２８
６６５
７８０
８７７
７３１

９７
９９
１０５
１１０
１１２
１１０

４５３
４７０
６１６
５７２
５１７
４３６

５５
６２
５７
６１
７４
７３

６８５
７１７
７７７
７５９
８４９
９８４

５７０
６４３
７００
６１２
６８１
７５６

８６
８８
９２
９５
９６
１１０

１２４
１３２
１２０
１０５
１４９
１６０

５２
４８
５２
３２
４６
３７

１９９６年
１９９７年
１９９８年
１９９９年
２０００年
２００１年
２００２年
２００３年
２００４年

８９０
９６２
９９３
１０４６
１１１８
１２６７
１２６７
１３４１
１１５０

１１０
１１０
１１５
８５
９７
１０１
１１４
１２０
１２５

５２３
５００
５００
４４６
５１０
５５０
４５１
５９９
４０７

８７
９３
１１２
１１２
１１９
１６９
１９０
１９８
２１５

１１２６
１１２６
１１８６
１３６８
１６６１
１５９４
１７２５
１８２５
１８２５

８０１
９７０
１０２１
１０４３
１１９１
１２１８
１３１３
１２３６
１３００

１２０
１１０
１１５
１１０
１２６
１３２
１４０
１５０
１６０

１２５
１２８
１４１
１４６
２８８
２３３
２６８
２５６
２３３

３５
５１
２５
４５
３７
３７
３７
３７
３７

表８ 日本が近年輸入を大きく伸ばした柑橘生産国の生産動向（単位：トン）

資料：FAO，“Production Year Book” および FAOSTAT
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地への影響－９０年代のオレンジを事例に－」）を使用し、本稿の骨子は日

本地理学会春季学術大会（２００４年３月）にて報告した。

注

１）例えば、柑橘産地への影響について分析したものとしては、松村（１９９３）、多田
（１９９６）、川久保（１９９６）が挙げられ、果汁工場への影響について分析したものとして
は、名田（１９９３）、川久保（１９９７）が挙げられる。

２）自由化直後の１９９０年代前半の状況について報告したものとしては、オレンジは消費が
伸びない一方で価格は大きく低下したため、輸入業者の利益が大きく減少しているこ
とや、ハウスミカンとの中元需要をめぐる競合が目立ってきたことを指摘した北川
（１９９２）や相原・中安（１９９２）、直輸入を増やすことで今後の売上増が可能とする量販
店と、需要が飽和してオレンジの取扱いにうまみがなくなったとする輸入業者との対
照的な自由化への評価を紹介した石堂（１９９２）が挙げられる。また、流通業界の変化
については、磯田（１９９２）が輸入割当制度の廃止にともなって輸入業者の再編が進み、
全体として青果専門業者の淘汰が進んだことや、大手卸売業者が輸入柑橘の国内出回
り量のコントロールを通じて相場形成を図ろうとする動きが見られることを指摘し、
豊田・徳田・森尾（１９９４）は自由化前後の時期について考察した結果、自由化直前の
時期には輸入業者が供給過剰を警戒して輸入量を抑えていたこと、アメリカで不作と
なった１９９１年にはメキシコからの輸入が増えたことなどを明らかにした。

３）草野（１９８４）P．３１、P．９７
４）通常、柑橘類の輸送中の温度は７℃程度が適しているといわれており、ミバエ駆除の
ための１℃程度という温度は低すぎる。また、現実には輸送中に制限温度を超えてし
まうことを恐れて温度は低めに設定されがちで、０℃を下回って凍結させてしまう事
故が生じることもある。

５）２００４年の日本貿易月表によると、南アフリカ産のグレープフルーツの９１％は６月～８
月に輸入されており、同時期のアメリカ産の輸入量の１０倍に達している。

６）２００４年の日本貿易月表によると、チリ産と南アフリカ産のレモンの８４％は７月～９月
に輸入されており、同時期のアメリカ産の輸入量の２．５倍に達している。

７）図中では、グレープフルーツとオレンジの基準年（指数１００の年）を、それぞれ自由
化２年目の１９７２年と、自由化前年の１９９０年に変更して示している。その理由は解禁開
始月が輸出国側で収穫を終えた後であったり、輸出国側が不作であったりして、自由
化元年に通常想定される輸入量が確保されなかったからである。

８）自由化以前の輸入割当はアメリカ産に限定されたものではなかったが、品質の高さと
検疫基準の関係から輸入対象になったのは、ほぼ１００％がアメリカ・カリフォルニア州
産であったし、サンキスト社はカリフォルニア産オレンジの約８０％のシェアを有して
いたといわれている。

９）この点については、草野（１９８４）に詳しい。草野はオレンジ自由化をめぐる日本国内
での利害の対立とアメリカ国内での利害の対立を、日日・米米対立として政治経済的
に分析しており、極めて興味深い。

１０）石堂（１９９２）によると、量販店が直輸入を指向する要因の１つに、輸入商社経由で購
入すると必ずしも希望通りの品種・サイズの商品が入手できないことがあるという。
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１１）グレープフルーツの場合は、大手総合商社がフロリダ州の農場へ直接投資した例が複
数あり、豊田（１９９３）にその１例が紹介されている。

１２）オレンジの関税率は、１９９４年までは冬期（１２～５月）：４０％、夏期（６～１１月）：２０％
であったが、それ以降は冬期は３８．７％→３７．３％→３６．０％→３４．７％→３３．３％と毎年切り
下げられ、夏期も１９．３％→１８．７％→１８．０％→１７．３％→１６．７％と毎年切り下げられた。
そして、２０００年以降は冬期：３２．０％、夏期：１６．０％で固定されている。

１３）筆者が２００３年に行った主要なオレンジ輸入業者５社へのヒアリング調査によると、直
売比率は１０％台が２社、２０％台が１社、３０％台が１社、４０％以上が１社で、いずれも
直売のメリットを強調していた。

１４）果実の食べやすさという点ではバナナが代表的であるし、柑橘類のなかでもグレープ
フルーツは比較的皮がむきやすいといえる。また、業務用需要の多い果実としてはケー
キに添えられるイチゴが代表的で、オレンジはキウイフルーツ・パイナップルなどと
比べても利用されることは少ない。また、日本では欧米のホテルのようにフロントに
生鮮オレンジが置かれていたり、ロビーでコーヒーと並んでフレッシュジュースのサー
ビスがなされていることも少ない。

１５）この点については、未だに強いブランド力を有する「サンキスト」レモンとは対照的
である。「小売物価統計調査年報」で毎年調査されているレモン価格は、「サンキスト」
であることが明記されているし、自由化後の国産レモンの復活過程をリポートした守
（１９８３）には、いかに「サンキスト」レモンであることがセールス上有効であったかが
描かれている。

１６）直近の不作年はカリフォルニア州が寒波の襲来を受けた１９９９年であるが、この年の店
頭での棚スペースの減少と消費減が、その後の消費が低い水準で定着するようになっ
た要因の１つであると指摘する業界関係者は多い。
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